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反則金を財源に、交通事故件数と人口集中地区人口等を基準として国から交付さ

れるものです。 

●分担金及び負担金… 県が行う事業で特に利益を受ける人から、その受益の限度において法令

などの規定に基づき徴収するものです。 

●使用料及び手数料… 県の施設や行政サービスを利用する人から、それに要する経費の全部又

は一部を負担してもらうもので、県立高等学校授業料や各種許可証交付手数料な

どがあります。 

●国庫支出金… 県が行う事務事業の経費の全部又は一部を国が支出するもので、その性質によ

って次の三つに分けられます。 

 

  国庫負担金：義務教育や生活保護など、国と地方公共団体が共同責任をもって行わなければ

ならない事業について国が全部又は一部の経費を負担するものです。 

  国庫補助金：国が費用の一部又は全部を負担して特定の事務や施設の設置を地方公共団体に

対して奨励、援助するものです。 

  国庫委託金：国会議員の選挙や国勢調査など、本来、国の行うべき事務について、国が経費

の全部を負担して地方公共団体に事業を委託するものです。 

 

●財 産 収 入… 県の財産を貸し付けたり売り払うことによる収入です。 

●寄 附 金… 県以外から金銭を譲り受けるものです。 

●繰 入 金… 他の会計や財政調整基金などから繰り入れるものです。 

●繰 越 金… 県の前年度の決算剰余金を受け入れるものです。 

●諸 収 入… 地方税の延滞金や預金利子など他の収入科目に含まれない収入です。 

●県   債… 県が高等学校などを建てたり、道路や河川を整備するなど、多額の費用を一時

に必要とする建設事業を行うとき、財源を確保するため、また、施設等を利用す

る将来の県民との間で負担の公平化を図るため、長期の資金借入れを行うもので

す。県債を発行するには現在、総務大臣の許可が必要です。 

●臨時財政対策債… 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てること

ができるもので、地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方の一般財源

の規模を示す各地方公共団体の基準財源需要額を基本に、団体毎に発行可能額が毎

年算定されます。これは、地方の財源不足に対応するための地方債となっており、

その元利償還金は、翌年度以降の地方交付税（基準財政需要額）に全額参入されま

す。 

●県債依存度… 歳入全体に占める県債の発行割合をいいます。 


